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令和 ６ 年 ３ 月 29 日（金曜日）

号　　　　　　　　　　外

（第　 ２１ 　号）

　　　　監 査 委 員
○石川県監査委員監査規程の一部改正 　１

　　　　人事委員会
○石川県会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関す
　る条例の施行規則の一部を改正する規則 １
〇県の事務所に係る労働基準法による区分の一部改正 ２

監 査 委 員

石川県監査委員規程第 1号
　石川県監査委員監査規程（昭和39年石川県監査委員規程第１号）の一部を次のように改正する。
　　令和６年３月29日

石 川 県 監 査 委 員　
　第８条中「第243条の２第２項」を「第243条の２の７第２項」に、「第243条の２の２第３項」を「第243条の２の
８第３項」に改める。
　　　附　則
　この規程は、令和６年４月１日から施行する。

人 事 委 員 会

　
石 川 県 会 計 年 度 任 用 職 員 の 報 酬 等 及 び 費 用 弁 償 に 関 す る 条 例 の 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　 　
令 和 六 年 三 月 二 十 九 日

 石

　
川

　
県

　
人

　
事

　
委

　
員

　
会

　石 川 県 人 事 委 員 会 規 則 第 四 号

　 　 　
石 川 県 会 計 年 度 任 用 職 員 の 報 酬 等 及 び 費 用 弁 償 に 関 す る 条 例 の 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　
石 川 県 会 計 年 度 任 用 職 員 の 報 酬 等 及 び 費 用 弁 償 に 関 す る 条 例 の 施 行 規 則 （ 令 和 二 年 石 川 県 人 事 委 員 会 規 則 第 二 号 ）

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　
第 十 一 条 の 次 に 次 の 四 条 を 加 え る 。

（ 第 一 号 会 計 年 度 任 用 職 員 の 勤 勉 手 当 の 支 給 対 象 外 職 員 ）

第 十 一 条 の 二

　
条 例 第 三 条 の 二 第 一 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 者 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 と す る 。

　
一

　
第 九 条 第 一 項 第 一 号 又 は 第 二 号 に 該 当 す る 者

　
二

　
基 準 日 現 在 に お い て 、 給 与 規 則 第 六 十 八 条 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者

　
三

　
次 条 の 規 定 に よ る 勤 勉 手 当 の 支 給 日 に 在 職 し て い な い 者

　
四

　
そ の 他 任 命 権 者 が 人 事 委 員 会 の 承 認 を 得 て 定 め る 者

２

　
第 九 条 第 二 項 の 規 定 は 、 第 一 号 会 計 年 度 任 用 職 員 の 勤 勉 手 当 に つ い て 準 用 す る 。

（ 第 一 号 会 計 年 度 任 用 職 員 の 勤 勉 手 当 の 支 給 日 ）

第 十 一 条 の 三

　
条 例 第 三 条 の 二 第 一 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 日 は 、 給 与 規 則 第 七 十 一 条 の 二 に 規 定 す る 一 般 職 員

に 対 す る 勤 勉 手 当 の 支 給 日 と す る 。

（ 第 一 号 会 計 年 度 任 用 職 員 の 勤 勉 手 当 基 礎 額 ）

第 十 一 条 の 四

　
条 例 第 三 条 の 二 第 二 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 額 （ 以 下 「 勤 勉 手 当 基 礎 額 」 と い う 。 ） は 、 次 の 各

号 に 掲 げ る 第 一 号 会 計 年 度 任 用 職 員 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 額 と す る 。 た だ し 、 こ れ に よ り 難 い 場 合 に

目　　　　　　　　　　　次
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は 、 任 命 権 者 が 人 事 委 員 会 と 協 議 し て 定 め る 方 法 に よ り 算 出 し た 額 と す る 。

　
一

　
月 額 報 酬 職 員

　
第 十 一 条 第 一 号 に 定 め る 額

　
二

　
日 額 報 酬 職 員

　
第 十 一 条 第 二 号 に 定 め る 額

　
三

　
時 間 額 報 酬 職 員

　
第 十 一 条 第 三 号 に 定 め る 額

（ 第 一 号 会 計 年 度 任 用 職 員 の 勤 勉 手 当 の 支 給 割 合 ）

第 十 一 条 の 五

　
給 与 規 則 第 六 十 九 条 か ら 第 七 十 一 条 ま で （ 同 条 第 二 号 を 除 く 。 ） の 規 定 は 、 条 例 第 三 条 の 二 第 二 項 に

お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 給 与 条 例 第 二 十 条 第 二 項 に 規 定 す る 勤 勉 手 当 の 支 給 割 合 の 算 定 に つ い て 準 用 す る 。 こ の

場 合 に お い て 、 給 与 規 則 第 七 十 条 第 一 項 中 「 条 例 の 適 用 を 受 け る 職 員 と し て 在 職 し た 期 間 」 と あ る の は 「 第 一 号 会

計 年 度 任 用 職 員 と し て 勤 務 し た 期 間 （ 石 川 県 会 計 年 度 任 用 職 員 の 報 酬 等 及 び 費 用 弁 償 に 関 す る 条 例 の 施 行 規 則 （ 令

和 二 年 石 川 県 人 事 委 員 会 規 則 第 二 号 ） 第 九 条 第 一 項 第 二 号 に 掲 げ る 職 員 と し て 勤 務 し た 期 間 を 除 く 。 ） 」 と 、 給 与 規

則 第 七 十 条 の 二 第 一 項 中 「 第 六 十 七 条 第 一 項 」 と あ る の は 「 石 川 県 会 計 年 度 任 用 職 員 の 報 酬 等 及 び 費 用 弁 償 に 関 す

る 条 例 の 施 行 規 則 第 十 七 条 第 二 項 」 と 、 「 条 例 の 適 用 を 受 け る 職 員 と し て 在 職 し た 」 と あ る の は 「 第 一 号 会 計 年 度

任 用 職 員 と し て 勤 務 し た 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。

　
第 十 四 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

（ 第 二 号 会 計 年 度 任 用 職 員 の 勤 勉 手 当 の 支 給 対 象 外 職 員 ）

第 十 四 条 の 二

　
条 例 第 五 条 第 六 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 者 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 と す る 。

　
一

　
前 条 第 一 項 第 一 号 に 掲 げ る 者

　
二

　
基 準 日 現 在 に お い て 、 給 与 規 則 第 六 十 八 条 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者

　
三

　
そ の 他 任 命 権 者 が 人 事 委 員 会 の 承 認 を 得 て 定 め る 者

２

　
前 条 第 二 項 の 規 定 は 、 第 二 号 会 計 年 度 任 用 職 員 の 勤 勉 手 当 に つ い て 準 用 す る 。

　
第 十 八 条 第 一 項 中 「 期 末 手 当 基 礎 額 」 の 下 に 「 、 勤 勉 手 当 基 礎 額 」 を 加 え る 。

　 　 　
附

　
則

　
こ の 規 則 は 、 令 和 六 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

石川県人事委員会告示第 1号
　県の事務所に係る労働基準法による区分（昭和46年石川県人事委員会告示第２号）の一部を次のように改正し、令
和６年４月１日から施行する｡
　　令和６年３月29日
 石　川　県　人　事　委　員　会　

　別表知事の部第12号の項中「女性センター、保育専門学園、いしかわ子ども交流センター、総合看護専門学校、保
健環境センター（監視センターを含む。）」を「保健環境センター（監視センターを含む。）、総合看護専門学校、いし
かわ子ども交流センター、保育専門学園、女性センター」に改め、同部第13号の項中「、白百合寮、児童生活指導セ
ンター」を削り、「小動物管理指導センター、県営病院」を「県営病院、児童生活指導センター、動物愛護センター、
白百合寮」に改める。


